
監査公表第２１号

地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定に基づき次のとおり監査を実施

したので、同条第９項の規定によりその結果を公表する。

平成３１年３月１４日

新城市監査委員 近 藤 隆

新城市監査委員 滝 川 健 司

第１ 監査種別

定例監査・行政監査

第２ 監査の対象

健康福祉部（こども園）

千郷東こども園、千郷中こども園、千郷西こども園、長篠こども園、

鳳来こども園、山吉田こども園、大野こども園

第３ 監査に当たった監査委員

近藤 隆、滝川健司

第４ 監査の期間

平成３０年１０月３日～平成３１年３月１日

第５ 監査の方法

平成３０年度の監査実施計画に基づき上記こども園に係る今年度実施され

ている事務事業について、あらかじめ提出された監査資料をもとに法令、計

数は勿論、事業の有効性、効率性、経済性、重点施策実施状況等に留意して

聴取を行った。また、業務執行状況等について確認するため、各こども園の

現地査察を実施した。

第６ 監査の結果

事務処理及び事業の執行については、概ね適正に処理されていると認めら

れた。なお、軽易な事項についてはそれぞれ監査の過程において触れたとこ

ろであるが、以下の項目を意見として発表する。

監査結果に対する是正措置や検討状況等については、この報告の受領日か

ら概ね３か月を目途に通知されたい。



健 康 福祉 部

【 こ ども 園 】

意 見

１ 給食の食物アレルギー対策については、市の統一的なマニュアルを各園にし

っかり浸透させるとともに、職員への周知徹底を図り、引き続き事故防止に努

められたい。

２ 前回指摘した年１回の現品と物品一覧の照合について、各園とも実施してい

ることは確認できたが、不整合のものが見受けられたので、適正な管理をされ

たい。


